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商品と製品と貨物の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

商品と重なる部分は市場で売買されるモノ・サービスです。

商 品 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創作物・知財 
・形あるモノ：絵画、本等 

・形ないモノ：電子データ、

ソフト、音楽等 

製 品 
製造されたモノ：必然的に 

形あるモノです 

製造されたモノ 売買されるモノとサービス

創作されたモノ 

貨物：輸送されるモノ(当然、形あるモノです) 

農林水産品 
必然的に形あるモノです 

サービス 
必然的に形ないものです 

加工しないで売買される「農林水産物」

売買される製品：「加工

食品」とか」 売買される「サービス」

売買される「創作物・知財」 
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モノには形のある有形物と形のない無形物とがある。 

有形物はモノのみですが、無形物にはモノとサービスがある。 

関税法上、通関の対象となるのは貨物、つまり有形物です。 

ゲームソフトの輸入：関税率表の９５０４.１０-０００の「テレビジョン受

像機を使用する種類のビデオゲーム」の場合、関税は無税。消費税は

掛かる。したがって、ＣＤやＤＶＤに入れられた梱包貨物の輸入は、通関

を通じて課税される。 

しかし、インターネット配信を通じて海外業者から音楽や画像やゲーム

などのソフトを購入する取引は、通関がないため、課税が困難となって

いるが、消費税は原則、消費地の消費者に納税を求める仕組みである

ため、ネット配信でも、課税の対象となる。 

なお、輸入取引において消費税の課税の対象となるのは、保税地域か

ら引き取る課税貨物に限られている。 


